
 

73－消費税解答―1 

 

第 73回税理士試験 消費税法解答速報（令和５年８月 11日 現在） 

解答は、弊社独自の見解に基づき作成するもので、主催者の解答を保証するものではありません。 

また、解答は予告なく変更することがあります。 

 

〔第一問〕 

問１（30点） 

⑴ 

① 課税仕入れの意義（４点） 

 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供（※１）を

受けること（※２）をいう。 

（※１） 所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。 

（※２） その他の者が事業としてその資産を譲り渡し、貸し付け、又は役務の提供をしたとした場

合に課税資産の譲渡等（輸出免税取引等を除く。）に該当することとなるものをいう。 

② 居住用家屋の売買の取扱い（６点） 

 売主個人Ｂが事業として居住用家屋を譲渡した場合その取引は課税資産の譲渡等に該当することと

なるため、Ａ社では居住用家屋の購入は課税仕入れとなる。 

⑵ 

① 居住用賃貸建物の意義（４点） 

 事業者が国内において行う住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物（その附属設備を含む。）

以外の建物（高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するものに限る。）をいう。 

② 仕入れに係る消費税額の控除（６点） 

 Ａ社が購入した居住用家屋の税抜価額が 24,200,000 円×
100

110
 ＝22,000,000 円と 1,000 万円以上で

あることから高額特定資産に該当し、居住用として賃貸する建物であることから居住用家屋は居住用 

賃貸建物に該当します。 

 したがって、居住用家屋の課税仕入れに係る消費税額は仕入れ税額控除の対象とならない。 

⑶ 

① 非課税とされる住宅の貸付け（４点） 

 その契約において居住用とされるものに限り（※）、貸付期間が１月未満の場合を除く。 

（※） その契約においてその貸付けに係る用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況

からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合を含む。 

② 個人Ｃに対して行う居住用家屋の貸付け（６点） 

 個人Ｃに対し居住用として貸付けが行われ、貸付期間が１年間であり、その貸付けが旅館業法に係

る施設の貸付けに該当しないことから消費税の非課税取引に該当し、消費税は課されない。 

  



 

73－消費税解答―2 

問２（20点） 

⑴（６点） 

 消費税課税期間特例選択届出書の効力は、その提出日の属する期間の翌期間の初日以後生ずるものと

する。ただし、事業者が国内において課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）に

係る事業を開始した日の属する期間である場合にはその期間から効力を生ずる。 

 Ｄ社は国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した期間（令和４年 11月１日～令和５年１月

31 日）である令和５年１月 16 日に消費税課税期間特例選択届出書を提出しているため、提出した期間

から届出書の効力を生じる。 

 したがって、Ｄ社の設立第１事業年度の課税期間は、令和４年 11 月１日から令和５年１月 31 日まで

の課税期間、令和５年２月１日から令和５年３月 31日までの課税期間となる。 

⑵（８点） 

 食事の提供とは、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲

食料品を飲食させる役務の提供をいう。 

 Ｅ社からＦ社に対してＦ社が経営するレストランで提供する食材の販売は、食事の提供には該当せず、

飲食料品の譲渡に該当し、軽減税率が適用されることとなります。 

⑶（６点） 

 売掛金及び貸付金は消費税法上有価証券に類するものとして取り扱われるため、売掛金及び貸付金の

譲渡は非課税取引として消費税は課されない。 

 また、課税売上割合の計算上売掛金の譲渡は資産の譲渡等の対価として取得した金銭債権の譲渡に該

当するため資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれない。貸付金の譲渡は有価証券に類するものの譲

渡のためその譲渡対価の５％相当額を資産の譲渡等の対価の額とする。 
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〔第二問〕 

問１ ★１点×25 箇所＝25 点 

Ⅰ 課税標準額に対する消費税額の計算 

〔課税標準額〕 

 計    算    過    程 （単位：円） 

⑴ 標準税率 

  薬局売上（2,457,380＋1,274,650）★＋サ高住収入（613,510＋643,220）★ 

  ＋化粧品売上（26,077,950－3,375,950）＋雑収入（2,120,000＋318,250）＝30,129,010 

  30,129,010×
100

110
 ＝27,390,009 → 27,390,000（千円未満切捨） 

⑵ 軽減税率 

  薬局売上 851,970★＋サ高住収入 2,957,180★＝3,809,150 

  3,809,150××
100

108
 ＝3,526,990 → 3,526,000（千円未満切捨） 

⑶ 合計 
金 

額 

円 

  ⑴＋⑵＝30,916,000 30,916,000 

〔課税標準額に対する消費税額〕 

 計    算    過    程 （単位：円） 

⑴ 標準税率 

  27,390,000×7.8％＝2,136,420 

⑵ 軽減税率 

  3,526,000×6.24％＝220,022 

⑶ 合計 
金 

額 

円 

  ⑴＋⑵＝2,356,442 2,356,442 
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Ⅱ 仕入れに係る消費税額の計算等 

〔課税売上割合〕 

 計    算    過    程 （単位：円） 

⑴ 課税売上高 

 ① 国内売上（27,390,009＋3,526,990）＋免税売上 3,375,950＝34,292,949 

 ② ｛（102,460＋1,391,740）－（102,460＋1,391,740）×
7.8

110
 ×

100

78
 ） 

   ＋（67,080－67,080×
6.24

108
 ×

80

62.4
 ）＝1,420,478 

 ③ ①－②＝32,872,471 

⑵ 非課税売上高 

  薬局売上 312,170,820★＋介護収入 277,144,500★＋サ高住収入（14,822,700＋1,132,500）★ 

  ＋受取利息 839＋預託金 14,330×５％★＋株式売却 4,764,800×５％★＝605,510,315 

⑶ 課税売上割合 

割 

合 

 

  
⑴

⑴＋⑵
 ＝

32,872,471

638,382,786
   32,872,471 円 

  638,382,786 円 

〔仕入れに係る消費税額の計算方法の判定〕 

 計    算    過    程 （単位：円） 

課税売上割合  
32,872,471

638,382,786
 ＝0.0514… ＜95％ 

 

判定結果 
 □ 全額控除  □✓ 

個別対応方式又は

一括比例配分方式
  

 いずれかに✓を付すこと 

〔仕入れに係る消費税額〕 

 計    算    過    程 （単位：円） 

⑴ 区分経理及び税額 

 ① 課税資産の譲渡等にのみ要するもの 

  イ 課税仕入れ 

   ⒜ 標準税率 

     仕入高（902,465＋21,103,140）★＋広告宣伝 1,092,836＋賃貸料 1,712,800 

     修繕費 396,517＋地代家賃 9,792,000＋開発費 2,035,000★＝37,034,758 

     37,034,758×
7.8

110
 ＝2,626,101 
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〔控除対象仕入税額〕（続き） 

 計    算    過    程 （単位：円） 

   ⒝ 軽減税率 

     仕入高 614,373＋食材費（3,244,824＋385,765）★＝4,244,962 

     4,244,962×
6.24

108
 ＝245,264 

   ⒞ ⒜＋⒝＝2,871,365 

  ロ 期首棚卸資産の調整 

    （120,487＋1,835,625）×
7.8

110
 ＋88,387×

6.24

108
 ＝143,812（加算）★ 

  ハ 仕入返還等 

    731,490×
7.8

110
 ＝51,869★ 

 ② その他の資産の譲渡等にのみ要するもの 

  イ 標準税率 

    福利厚生 247,300＋広告宣伝 687,170＋賃借料（1,422,400＋4,757,200）★＋修繕費 2,416,843 

    ＝9,530,913 

    9,530,913×
7.8

110
 ＝675,828 

  ロ 軽減税率 

    食材費  20,515,634 

    20,515,634×
6.24

108
 ＝1,185,347 

  ハ イ＋ロ＝1,717,915 

 ③ 共通して要するもの 

  イ 課税仕入れ 

   ⒜ 標準税率 

     仕入高 241,742,224＋福利厚生 150,000＋広告宣伝 376,200＋接待交際（3,749,103－160,000 

     －370,000）★＋賃借料（2,135,200＋2,663,200）★＋修繕費 318,461＋派遣費 2,401,300★ 

     ＋地代家賃 7,266,700＋その他（34,780,767－3,500,000－83,100－128,034）＋設備 7,628,500★ 

     ＝298,970,521 

     298,970,521×
7.8

110
 ＝21,199,727 
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〔控除対象仕入税額〕（続き） 

 計    算    過    程 （単位：円） 

   ⒝ 軽減税率 

     その他  128,034 

     128,034×
6.24

108
 ＝7,397 

   ⒞ ⒜＋⒝＝21,207,124 

  ロ 期首棚卸資産の調整 

    14,052,951×
7.8

110
 ＝996,481（加算）★ 

  ハ 仕入返還等 

    1,267,085×
7.8

110
 ＝89,847★ 

 ④ 合計 

  イ 課税仕入れ 

   ⒜ 標準税率 

     37,034,758＋9,530,913＋298,970,521＝345,536,192 

     345,536,192×
7.8

110
 ＝24,501,657 

   ⒝ 軽減税率 

     4,244,962＋20,515,634＋128,034＝24,888,630 

     24,888,630×
6.24

108
 ＝1,438,009 

   ⒞ ⒜＋⒝＝25,939,666 

  ロ 期首棚卸資産の調整 

    （120,487＋1,835,625＋14,052,951）×
7.8

110
 ＋88,387×

6.24

108
 ＝1,140,294（加算） 

  ハ 仕入返還等 

    （731,490＋1,267,085）×
7.8

110
 ＝141,717 

⑵ 個別対応方式 

  （2,871,365＋143,812－51,869）＋（21,207,124＋996,481）×
32,872,471

638,382,786
 －89,847×

32,872,471

638,382,786
  

  ＝4,102,020 

⑶ 一括比例配分方式 

  （25,939,666＋1,140,294）×
32,872,471

638,382,786
 －141,717×

32,872,471

638,382,786
 ＝1,387,140 
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〔控除対象仕入税額〕（続き） 

 計    算    過    程 （単位：円） 

⑷ 有利選択 

  ⑵ ＞ ⑶  ∴ 4,102,020 

 
金 

額 

円 

 ★4,102,020 

〔売上げに係る対価の返還等に係る消費税額〕 

 計    算    過    程 （単位：円） 

（102,460＋1,391,740）×
7.8

110
 ＋67,080×

6.24

108
 ＝109,827 

 
金 

額 

円 

 ★109,827 

〔貸倒れに係る消費税額〕 

 計    算    過    程 （単位：円） 

（18,370＋32,570）×
7.8

110
 ＝3,612 

 
金 

額 

円 

 ★3,612 

Ⅲ 差引税額又は控除不足還付税額の計算 

〔差引税額又は控除不足還付税額の計算〕 

 計    算    過    程 （単位：円） 

⑴ 控除税額小計 

  4,102,020＋109,827＋3,612＝4,215,459 

⑵ 控除不足還付税額 
金 

額 

円 

  4,215,459－2,356,442＝1,859,017 ★1,859,017 

Ⅳ 納付税額又は中間納付還付税額の計算 

〔納付税額又は中間納付還付税額の計算〕 

 計    算    過    程 （単位：円） 

 

 
金 

額 

円 

 ０ 

  



73－消費税解答―8 

問２ ★１点×25 箇所＝25 点 

Ⅰ 課税標準額に対する消費税額の計算 

〔課税標準額〕 

 計    算    過    程 （単位：円） 

賃貸事業（4,316,400＋323,400＋6,493,519＋485,100＋86,800）★＋販売事業（362,603,000－142,879,000 

＋246,991,000－108,695,900）＋その他（18,542,870＋8,055,930）＝396,323,119 

396,323,119×
100

110
 ＝360,293,744 → 360,293,000（千円未満切捨） 

 
金 
額 

円 

 ★360,293,000 

〔課税標準額に対する消費税額〕 

 計    算    過    程 （単位：円） 

360,293,000×7.8％＝28,102,854 

 
金 

額 

円 

 ★28,102,854 

Ⅱ 仕入れに係る消費税額の計算等 

〔課税売上割合〕 

 計    算    過    程 （単位：円） 

⑴ 課税売上高 

 360,293,744 

⑵ 非課税資産の輸出売上高等 

  非課税資産の輸出売上（186,500＋219,147）★＋本船甲板渡し価格（129,740＋97,820）★＝633,207 

⑶ 非課税売上高 

  賃貸事業（5,078,000★＋7,479,000＋6,455,000＋1,440,000×50％★）＋販売事業（142,879,000 

  ＋108,695,900＋401,629,000）＋利息収入 87,961＝673,023,861 

⑷ 課税売上割合 

割 

合 

 

  
⑴＋⑵

⑴＋⑵＋⑶
 ＝

360,926,951

1,033,950,812
   ★     360,926,951 円 

  1,033,950,812 円 
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〔仕入れに係る消費税額の計算方法の判定〕 

 計    算    過    程 （単位：円） 

課税売上割合  
360,926,951

1,033,950,812
 ＝0.3490… ＜95％ 

 

判定結果 
 □ 全額控除  □✓ 

個別対応方式又は

一括比例配分方式
  

 いずれかに✓を付すこと 

〔仕入れに係る消費税額〕 

 計    算    過    程 （単位：円） 

⑴ 区分経理及び税額 

 ① 課税資産の譲渡等にのみ要するもの 

   賃貸事業（1,826,310＋3,268,900＋96,470★）＋販売事業（37,950,500＋50,000,000★ 

   ＋その他（9,022,680＋2,163,480＋2,367,770）＝106,696,110 

   106,696,110×
7.8

110
 ＝7,565,724 

 ② その他の資産の譲渡等にのみ要するもの 

   賃貸事業（3,491,160＋1,860,714★）＋販売事業 94,820★＋その他 249,820＝5,696,514 

   5,696,514×
7.8

110
 ＝403,934 

 ③ 共通して要するもの 

   賃貸事業 2,420,519＋その他 6,759,680＋資本的支出 1,339,110★＝10,519,309 

   10,519,309×
7.8

110
 ＝745,914 

 ④ 合計 

   106,696,110＋5,696,514＋10,519,309＝122,911,933 

   122,911,933×
7.8

110
 ＝8,715,573 

⑵ 個別対応方式 

  7,565,724＋745,914×
360,926,951

1,033,950,812
 ＝7,826,104 

⑶ 一括比例配分方式 

  8,715,573×
360,926,951

1,033,950,812
 ＝3,042,393 

⑷ 有利判定 
金 

額 

円 

  ⑵ ＞ ⑶  ∴ 7,826,104 7,826,104 
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〔仕入れに係る消費税額の調整〕 

 計    算    過    程 （単位：円） 

⑴ 調整対象固定資産の判定 

  ビルＡ  205,633,120×
100

110
 ＝186,939,200 ≧ 1,000,000  ∴ 該当★ 

⑵ 課税売上割合が著しく変動した場合の控除税額の調整 

 ① 仕入れ等の課税期間の課税売上割合 

   
396,325,963

416,922,055
 ＝0.9505…★ ≧ 95％ 

   396,325,963 ≦ 500,000,000  ∴ 全額控除 

 ② 通算課税売上割合 

   
396,325,963＋168,162,961＋319,652,693＋360,926,951

416,922,055＋228,339,671＋951,304,688＋1,033,950,812
 ＝

1,245,068,568

2,630,517,226
 ＝0.4733…★ 

 ③ 著しい変動の判定 

   0.9505… － 0.4733… ≧ ５％ 

   
0.9505… － 0.4733…

0.9505…
 ≧ 50％  ∴ 著しい減少（判定★） 

 ④ 調整税額 

  イ 調整対象基準税額 

    205,633,120×
7.8

110
 ＝14,581,257 

  ロ 調整税額 

    14,581,257－14,581,257×
1,245,068,568

2,630,517,226
 ＝7,697,700（控除） 

⑶ 調整後控除対象仕入税額 

  7,837,169－7,697,700＝146,404 

 調整税額 ★7,697,700 円 

 調整後の仕入れに係る消費税額 ★ 146,404 円 

Ⅲ 差引税額又は控除不足還付税額の計算 

〔差引税額又は控除不足還付税額の計算〕 

 計    算    過    程 （単位：円） 

⑴ 控除税額小計 

  156,435 

⑵ 差引税額 
金 

額 

円 

  28,102,854－146,404＝27,956,450 → 27,956,400 

                  （百円未満切捨） 
★27,956,400 
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Ⅳ 中間納付税額の計算 

 計    算    過    程 （単位：円） 

〔１月中間申告の要否の判定〕 

⑴ １月、２月、３月、４月 

  
5,133,600

12
 ＝427,800 ≦ 4,000,000  ∴ 適用なし 

⑵ ５月、６月、７月、８月               ★ 

  
4,863,200

12
 ＝405,266 ≦ 4,000,000  ∴ 適用なし 

〔３月中間申告の要否の判定〕 

⑴ １月～３月 

  
5,133,600

12
 ×３＝1,283,400 ＞ 1,000,000  ∴ 適用あり 

⑵ ４月～６月                       ★ 

  
4,863,200

12
 ×＝1,215,798 ＞ 1,000,000  ∴ 適用あり 

〔６月中間申告の要否の判定〕 

６月中間申告対象期間中に３月中間申告を行っているため６月中間申告不要★ 

 

〔中間納付税額〕 

1,283,400（百円未満切捨）＋1,215,700（百円未満切捨）＝2,499,100 

 
金 

額 

円 

 ★2,499,100 

Ⅳ 納付税額又は中間納付還付税額の計算 

〔納付税額又は中間納付還付税額の計算〕 

 計    算    過    程 （単位：円） 

⑴ 納付税額 

  27,946,400－2,499,100＝25,447,300 
金 

額 

円 

 ★25,447,300 
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【講評】 

〔第一問 問１〕 

 問１では、居住用賃貸建物について⑴居住用賃貸建物の購入が課税仕入れとなるか、⑵課税仕入れとな

る場合仕入税額控除の規定が適用されるか、⑶居住用賃貸建物の貸付けについて消費税が課されるかどう

かという３つの問題が出題されました。 

 ⑴については課税仕入れの意義の説明、⑵については居住用賃貸建物として仕入税額控除が認められな

い場合の内容の説明、⑶については居住用住宅の貸付けとして非課税となる内容の説明をそれぞれするこ

とにより結論まで導くことができます。普段計算問題を解答する際の思考過程を文章にして解答する問題

です。 

 以上より第一問問１では、24点前後の得点が合否ラインになると思われます。 

〔第一問 問２〕 

 問２では、事例問題３題について消費税法の適用関係を説明する問題でした。 

 ⑴については、国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した期間に届出書を提出していること

に気付けれたかどうかがポイントとなります。 

 ⑵については、人の食用に供する食材（肉類）、飲食料品の譲渡であることが解答できたかどうかがポイ

ントとなります。 

 ⑶については、普段計算問題を解答している際の取扱いを解答することができたかどうかがポイントと

なります。 

 以上より第一問問２では、14点前後の得点が合否ラインになると思われます。 

〔第二問 問１〕 

 調剤薬局、通所介護施設等を経営する法人の問題が出題されました。 

 今年の問題も売上げ取引に軽減税率が適用される取引が含まれる問題が出題され、今年初めて通所介護

施設等を経営する法人の問題が出題されました。このようなことから、今年の問題は売上げ取引の課税、

非課税の区分及び課税売上げの税率区分がポイントとなる問題でした。 

 また、売上げ取引に関連させて課税仕入れについても区分及び適用税率に惑わされる問題でした。 

 以上より第二問問１では、12点前後の得点が合否ラインになると思われます。 

〔第二問 問２〕 

 不動産業を営む法人の問題が出題されました。 

 この問２の問題は従来の出題パターンであったため、問１に比べると解きやすい問題でした。なお、調

整対象固定資産の課税仕入れが行われた第５期から前課税期間までの課税売上割合が与えられていました

ので調整対象固定資産に係る調整税額まで計算できていれば圧倒的に優位な状況となります。 

 以上より第二問問２では、15点前後の得点が合否ラインになると思われます。 

〔全体について〕 

 今回の試験問題は、第二問が原則課税の総合計算問題２題とボリュームが圧倒的に多いことからら第一

問で得点を積み上げ、その上に第二問の部分点を加点して合格ラインまでもって行く問題と思われます。

また、第一問については 30点配点と得点配分が大きい問１でどこまで得点の積み上げが出来ているかが合

否を分けことになると思われます。 

 ボーダーラインについては、65点前後と予想されます。 



 

★オンラインでどこでも学習ＯＫ 
インターネットに繋がる環境があれば、自宅にいな
がら実力派講師の講義が受けられます。 
★後からでも、何度でも受講ＯＫ 
講義はすべて録画しているので、受講期間内で
あれば、後から好きな時に繰り返し見直せます。 
★スマホ・タブレットにダウンロードＯＫ 
モバイル端末に講義をダウンロードすれば、通信
料を気にせず、外出先でも学習できます。 

資料請求は 
こちら 

↓ 

 

 

 第 73 回税理士試験の受験お疲れ様でした。今年の本試験が終わると、多くの方は来年度、第 74 回税理士

試験受験に向けた準備を始められることと思います。 

 ネットスクールでは、試験翌週より令和６年度(第 74 回)税理士試験に向けた科目選びや講座選びに役立つ

イベントを YouTube で無料配信します。来年度の税理士試験に向け、ぜひご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細はネットスクールホームページをご覧下さい。 

https://www.net-school.co.jp/ または 『ネットスクール』で検索！ 

【開講オリエンテーション】 
や開講に先立ち、科目別の効率的な学習方法

心構えをお伝えする、受講生向けのオリエンテー
ションの様子を収録し、YouTube で公開します。 

科目  配信日程  

簿記論・財務諸表論  8月 29日(火)公開予定 

消費税法  8月 31日(木)公開予定 

法人税法  9 月 1 日(金)公開予定 

相続税法  9 月 4 日(月)公開予定 

国税徴収法  9 月 1 日(金)公開予定 

 

【無料説明会】 
各科目の概要や WEB 講座の特長・学習スタイルなどを生配信でお伝えします(国税徴収法は録画配信

のみとなります)。リアルタイムでご覧の場合、YouTube のチャット機能を通じた先生への相談も可能です。 

科目  配信日程  

簿記論・財務諸表論  8 月 16 日(水)19:30～ 

消費税法  8 月 14 日(月)19:00～ 

法人税法  8 月 15 日(火)19:00～ 

相続税法  8 月 17 日(木)19:30～ 

国税徴収法  8 月 15 日(火)公開予定  

 

【無料体験講義】 
各科目の初回 OUTPUT 講義の様子も、

YouTube で公開します。ぜひ、実際の講義を体験
してみて下さい。 

科目  配信日程  

簿記論  9 月 5 日(火)公開予定 

財務諸表論  9 月 8 日(金)公開予定 

消費税法  9 月 11 日(月)公開予定 

法人税法  9 月 11 日(月)公開予定 

相続税法  9 月 11 日(月)公開予定 

国税徴収法  9 月 7 日(木)公開予定 

 

※都合により予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。 

講義配信システムをリニューアル！ 

【分割払い 金利・手数無料キャンペーン開催中！】 

 ３万円の受講料のお申込みでご利用頂ける分割払いの金利・手数料を、2023 年 9
月 29 日(金)までの期間限定で、ネットスクールが全額負担するキャンペーンを実施中
です。 

 こちらの詳細も、ネットスクールホームページをご覧下さい。 

※消費税法・法人税法のご案内が誤っていたため、修正いたしました。 


